
富里市制限付き一般競争入札実施要領 

 

平成２８年４月１日 制定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、富里市が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れ、

調査、測量、設計等の委託及び役務提供の契約に係る契約（以下「工事等」

という。）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１

項並びに地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下｢自治令｣という。）

第１６７条の５及び第１６７条の５の２の規定による資格を定めて行う一般

競争入札（以下「制限付き一般競争入札」という。）の実施に関し、法令等別

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 制限付き一般競争入札の対象は、次の各号とする。ただし、自治令第

１６７条の規定により指名競争入札又は自治令第１６７条の２の規定により

随意契約による場合は、この限りではない。 

 （１） 工事又は製造の請負のうち２００万円を超えるもの 

 （２） 財産の買入れのうち１５０万円を超えるもの 

 （３） 物件の借入れのうち８０万円を超えるもの 

 （４） 測量及び設計等の委託又は役務の提供のうち１００万円を超えるもの 

（入札参加者の資格要件） 

第３条 自治令第１６７条の４の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれ

かに該当する者は、入札に参加することはできないものとする。 

 （１） 富里市入札参加業者資格者名簿に登載されていない者 

 （２） 富里市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止、富里市

建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外又は法令等に基づく営業

停止を入札公告の日から開札日までの間受けている者（開札後であっても、

第15条で規定する落札候補者が落札決定されるまでの間本号で定める指名

停止、指名除外又は営業停止措置を受けたときは、入札参加資格を失う。） 

 （３） 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者  

 （４） 当該工事等の入札（開札）日前６か月以内に不渡手形、不渡小切手を出

した者 

 （５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請した者で同法に基

づく裁判所からの更正手続開始決定がされていない者 

 （６） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請した者で同法に基

づく裁判所からの再生計画決定がされていない者 



２ 前項の規定のほか、自治令第１６７条の５及び第１６７条の５の２の規定

により、当該入札に参加する者に必要な資格要件を定めた場合は、当該資格

要件を有する者でなければ、入札に参加することはできないものとする。 

３ 法人等で権限を委任している場合は、年間委任状にある権限を受任してい

る者でなければ、入札に参加することはできないものとする。 

 （入札参加資格審査会） 

第４条 市長は、前条第２項に掲げる事項に関し、資格要件を定める場合は、

富里市建設工事等の指名業者選定及び入札参加資格審査会（以下「審査会」

という。）の意見を聞き、当該工事等の資格要件を定めなければならない。 

 （入札執行） 

第５条 制限付き一般競争入札は、原則として電子入札の方法により、第３条

第２項に定める入札に参加する資格要件を入札前に審査する方式（以下「事

前審査型」という。）又は入札後に審査する方式（以下「事後審査型」とい

う。）で執行するものとする。ただし、電子入札システムが不調又は対応で

きない等電子入札の方法では執行し難い場合には、紙による方法により執行

するものとする。 

２ 各入札の執行方法は、本要領に定めるもののほか、次の各号のとおりとす

る。ただし、入札公告で別に定めた場合はこの限りではない。 

 （１） 電子入札により入札を執行する場合は、富里市電子入札約款及び富里市

電子入札システム運用基準のとおりとする。 

 （２） 前号以外により入札を執行する場合は、富里市入札約款等のとおりとす

る。 

（入札公告） 

第６条  当該工事等の入札公告（別記第１号様式）は、富里市公告式条例

（昭和２９年条例第３号）の規定による掲示のほか、電子入札システムへ

掲載するものとする。 

（事前審査方式による入札参加申請） 

第７条 入札参加希望者は、第３条の入札参加者の資格要件を十分確認し、一

般競争入札参加資格確認申請書（別記第２号様式）及び入札公告で定められ

た添付すべき書類を、入札公告に定められた方法により提出期限までに提出

しなければならないものとする。 

２ 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付すべき書類を受理したときは、

入札参加資格を審査し、参加資格の有無について競争参加資格確認通知書を

発行するものとする。 

３ 競争参加資格確認通知書により参加資格がないと通知書を受けた入札参加



希望者のうち異議のある者は、当該通知を受けた日から３日以内（閉庁日を

除く。）に、市長に書面を提出し、その理由について説明を求めることがで

きるものとする。 

４ 市長は、前項の規定による書面を受領した場合は、受領した日から３日以

内（閉庁日を除く。）に書面で回答するものとする。 

（事後審査方式による入札参加申請） 

第８条 入札前に入札参加資格の一部の項目を審査する場合は、一般競争入札

参加資格確認申請書（別記第２号様式）を、入札公告に定められた方法によ

り提出期限までに提出しなければならない。入札後に入札参加資格のすべて

の項目を審査する場合は、第１５条の規定により入札参加資格を審査するも

のとする。 

２ 一般競争入札参加資格確認申請書を受理したときは、入札参加資格の一部

の項目を審査し、参加資格の有無について競争参加資格確認通知書を発行す

るものとする。 

３ 競争参加資格確認通知書により参加資格がないと通知書を受けた入札参加

希望者のうち異議のある者は、当該通知を受けた日から３日以内（閉庁日を

除く。）に、市長に書面を提出し、その理由について説明を求めることがで

きるものとする。 

４ 市長は、前項の規定による書面を受領した場合は、受領した日から３日以

内（閉庁日を除く。）に書面で回答するものとする。 

（設計図書等の配布） 

第９条 当該工事等に係る仕様書、設計図面及び参考図書等（以下「設計図書

等」という。）は、電子入札システムに掲載し、無償で配布するものとする。

ただし、その他電子入札システムに掲載することができない場合等について

は、電子媒体又は印刷物により期間を定めて入札参加希望者に貸与又は配布

するものとする。 

２ 設計図書等の配布は、入札公告の日から行うものとし、配布期間及び場所

については、入札公告で定めるものとする。 

 （設計図書等の質問及び回答） 

第１０条 設計図書等に対する質問がある場合は、質問書（別記第３号様式）

により、入札公告に定める提出期限までにファクシミリ又は電子メールで提出

するものとする。 

２ 質問があった場合の回答方法は、回答書を入札公告に定める日までに、電

子入札システムに掲載するものとする。 

 （入札保証金） 



第１１条 入札保証金は、入札公告に定めるものとする。 

（入札金額） 

第１２条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方

消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額（単価契約で当

該金額に１円未満の端数があるときは、小数点以下第２位までとし第３位以降

の端数金額を切り捨てた金額）を電子入札システムに入力するものとする。 

（入札金額見積内訳書の提出） 

第１３条 市長は、入札金額見積内訳書の提出の要否を入札公告に定めるもの

とし、入札参加者は、電子入札システムにより提出するものとする。 

２ 入札金額見積内訳書に記載する金額は、入札金額（消費税及び地方消費税を

含まない金額）と一致しなければならないものとする。 

 （事前審査方式による開札及び落札者の決定） 

第１４条 市長は、最低制限価格を設けた場合は予定価格及び最低制限価格の

範囲内で最低の価格をもって入札した者を、最低制限価格を設けない場合に

おいては予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする

ものとする。 

２ 前項の場合において、最低価格入札者が２者以上あるときは、自治令第１

６７条の９の規定により、くじにより落札者を決定するものとする。 

３ 市長は、決定した落札者に対し速やかに電話により通知するものとする。 

 （事後審査方式による開札及び落札者の決定） 

第１５条 市長は、最低制限価格を設けた場合は予定価格及び最低制限価格の

範囲内で最低の価格をもって入札した者を、最低制限価格を設けない場合に

おいては予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者と

するものとする。 

２ 前項の場合において、最低価格入札者が２者以上あるときは、自治令第１

６７条の９の規定により、くじにより落札者候補者を決定するものとする。 

３ 市長は、決定した落札候補者に対し速やかに電話により通知するものとし、

落札候補者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札公告で定められた

添付すべき書類を、提出期限（開札日から２日以内を標準とする。）までに

提出しなければならないものとする。 

４ 落札候補者が、前項に規定する書類を提出期限までに提出しない場合は、

落札候補者の資格を失うものとする。ただし、特別な事情があると認めた場



合はこの限りではない。落札候補者が資格を失った場合は、当該最低価格に

次いで低い価格の入札者を落札候補者とするものとし、落札候補者が決定で

きるまで順次通知するものとする。 

５ 市長は、提出された書類に基づき審査し、入札参加資格を満たしているこ

とを確認したときに落札者として決定する。ただし、審査の結果、落札候補

者の入札参加資格がないことを確認した場合は、当該最低価格に次いで低い

価格の入札者から、入札参加資格がある者を確認できるまで順次審査を行い、

落札者を決定するものとする。 

 （事後審査方式による審査結果の通知） 

第１６条 市長は、審査結果を書類提出日から起算して３日以内（閉庁日を除

く。）に通知するものとする。ただし、疑義が生じた場合はこの限りではな

い。 

２ 通知の方法は、落札者へは電話により通知するものとする。入札参加資格

がないと判断された落札候補者へは、一般競争入札参加資格不適格通知書

（別記第４号様式）により通知するものとする。 

３ 一般競争入札参加資格不適格通知書を受けた落札候補者のうち異議のある

者は、当該通知を受けた日から３日以内（閉庁日を除く。）に、市長に書面

を提出し、その理由について説明を求めることができるものとする。  

４ 市長は、前項の規定による書面を受領した場合は、受領した日から３日以

内（閉庁日を除く。）に書面で回答するものとする。 

 （不服申立て） 

第１７条 入札参加者は、入札後、この要領、入札公告及び設計図書等につい

ての不服を申し立てることはできないものとする。 

（入札結果等の公表） 

第１８条 入札結果等は、落札者の決定後、財政課において閲覧方式及び電子

入札システムに掲載し公表するものとする。  

（共同企業体の取扱い） 

第１９条 共同企業体に発注する場合は、富里市特定建設工事共同企業体取扱

要綱に基づき行うものとする。 

 （低入札価格調査等） 

第２０条 低入札調査制度の対象となる工事等において、調査基準価格を下回

る価格で入札があった場合の落札者又は落札候補者の決定については、富里

市低入札価格調査制度試行要領（平成２１年３月３０日制定）の定めるとこ

ろにより、落札者又は落札候補者を決定するものとする。 

 （総合評価落札方式） 



第２１条 総合評価落札方式により実施する入札の執行方法は、富里市総合評

価落札方式試行実施要領（平成２１年３月３０日制定）の定めるところによ

るもののほか、本要領に定めるところにより、実施するものとする。ただし、

入札公告で別に定めた場合はこの限りではない。 

 （補則） 

第２２条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係部署と協

議し、その都度定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領の施行に伴い、事後審査型条件付き一般競争入札実施要領（試行）

（平成２０年９月１日制定）は、廃止する。 

 附 則 

この要領は、平成２８年１１月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年１月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月 1 日から施行する。 

 


